
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴下宿生 生活費 

合計 

⑵自宅生   

１２３，６３０円 ８１，５６０円   

４，２１０円 交通費 ２７，３２０円※１   

２４，１３０円 食費 １１，３９０円     

５３，０２０円 居住費 ３３０円    
 

４２，２７０円 日常費，電話代等 ４２，５２０円    
（出典）全国大学生活協同組合連合会「第 58回学生生活実態調査」（R5.3） 

※１…宇都宮市から東京駅へ在来線で通学した場合の定期代(3か月定期購入時の１か月分料金で計算) 

※２…宇都宮市から東京駅へ新幹線で通学した場合の定期代(3か月定期購入時の１か月分料金で計算) 

  東京圏の企業等に新幹線利用を含む定期券 

を利用し，週の勤務日の半分を超えて東京圏 

に通勤している（当該企業等の雇用保険の被 

保険者である従業員に限る） 

 （新卒者以外）令和５年４月１日以降に 

本市に転入している 

 （新卒者）申請日の属する年度の末日におい 

て，学校等の卒業見込み，又は卒業後３年以 

内の者で，２９歳以下である  

 法人，その他の団体と雇用（労働契約法（平 

成１９年法律第１２８号）に基づく労働契約 

を締結している 

 （新卒者以外）本市の定める「居住誘導区域」，

「高次都市機能誘導区域」，「都市機能誘導区

域及び地区計画区域」，「市街化調整区域に存

する地域拠点区域」に居住している 

 本補助金の申請前５年以内に，移住支援金の 

申請者として支援金の交付を受けていない

東京圏の学校等※に新幹線利用を含む定期券 

を利用して通学している 

※学校等…本補助金の交付を受けようとする者が，もっ 

ぱら通学より教育を受ける施設であって，学校教育法

（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する学校の

うち，小学校，中学校，義務教育学校，高等学校，中等

教育学校，特別支援学校，大学，高等専門学校及び第１

２４条に規定する専修学校（一般課程を除く），第１３

４条に規定する各種学校のうち，高等学校相当として

文部科学省の指定を受けた外国人学校をいう。（小学生

は定期券でなくとも可） 

 補助金の交付申請時点で３０歳に到達して

いない 

（事務局・お問い合わせ） 

宇都宮市 人口対策・移住定住推進室 

☎０２８－６３２－２１１５ 

 

「よくある質問集」や「申請書類」は 

市ホームページに掲載中！ 

申請前に確認するコト！( ▽ ) 
. . 

 

 

  

※各要件の詳細については，「宇都宮市東京圏通勤・通学支援補助金 

交付要綱」を御確認ください。 

⑴下宿生 

※その他、 

⑵自宅生 tokyo chiba 

要件有 
（4 ページ参照） 

kanagawa saitama  
宇都宮-東京 

最短 

４８分！ 

【参考】１か月の生活費の比較（全国平均） 

 
東京駅まで新幹線で通学した場合 

家賃に 

よって 

支出が 

より多く… 
生活費合計 

１２９，５１６円 

 

下宿する 

よりも 

生活費が 

抑えられ 

るよ！ 

(交通費)７５，２７６円※２ 

(食費等)自宅生と同様 

生活費合計 

１１９，５１６円 

４ １ 

 通勤・通学者が補助期間の終了後３年間，引き続き宇都宮市に居住する意思を有している 

（本補助金の交付決定日から３年以内に市から転出した場合は補助金を返還していただきます） 

 通勤・通学者が市に住民登録を行っている 

 通勤・通学者が属する世帯等が自治会に加入している  

 通勤・通学者及びその世帯員等の同居者が市税を滞納していない 

 通勤・通学者及びその世帯員，同居者が暴力団若しくは暴力団員又はこれらの者と社会的に非難 

されるべき関係を有する者でない 

・ 宇都宮市ＡＩ自動応答サービス「教えてミヤリー」への登録及び配信設定 

・ 市及び関係団体が発信する公益的な情報の把握及びＳＮＳ等における発信 

・ その他移住定住の促進に向け，市及び関係団体が実施する事業

20230707+ 

宇都宮市マスコットキャラクター  

ミヤリー 

１万円 

補助 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ ３ 

 

補助の“対象外”となります。 

在来線と新幹線を併用している場合は対象となります。 

 

補助の“対象外”となります。 

定期券の購入及びその証明が必須の要件となります。ただし，小学生については，新幹線 

の定期券がないことから，証明方法が異なりますので，別途，事務局にお問い合わせくだ 

さい。 

 

 

補助の“対象外”となります。 

東京圏（東京都，千葉県，神奈川県，埼玉県）に通勤（通学）している方のみが補助制度 

の対象となります。 

 

定期券を購入した証明書がない場合，申請の受付はできません。 

 

令和５年４月１日以降の通勤（通学）に伴い発生した費用が補助の対象となります。 

また通勤する方については，令和５年４月１日以降に宇都宮市に移住した方が補助制度の 

対象となりますので御注意ください。 

（申請日の属する年度の末日において，学校等の卒業見込み，又は卒業後３年以内の者 

で，２９歳以下である「新卒者」についてはこの限りではありません） 

本制度は移住や定住を促進するための施策として構築し，本市に住み続ける行動変容を促 

すことを目的としていることから，御理解ください。 

 

通勤者については最大３年間（初回申請から連続した３年間）， 

通学者については学校等が定める修業年限を超えない範囲 

で申請いただくことが可能です。 

 

申請をいただいた方から順次，補助金の交付を行います。 

申請いただいた全ての方に対し，補助金の交付を行えるよう，可能な限り，財源の確保に 

努めていきたいと考えておりますが，本事業については，予算に上限があることから，補 

助要件を満たしていても補助を御利用できない可能性もありますので御了承ください。 

 

補助の“対象外”となります。 

通勤者については，企業等の雇用保険の被保険者である従業員 

通学者については，学校教育法に規定される学校，専修学校（一般課程を除く）等に通学 

する学生が対象となります。 

 

定期券の有効期限の最終日以降，同最終日が属する年度末までが申請期間となるため， 

定期券購入前に申請することはできません。 

また，定期券を購入した証明書を保管いただける場合，年度末に１年分の申請をいただ 

くことが可能です。 

 

「フレッシュマン・若年夫婦・子育て世帯等家賃補助金」や「マイホーム取得支援事業 

補助金」など，他の補助制度を併用いただくことが可能です。 

ただし，本補助制度の申請前５年以内に「移住支援金」の申請者として支援金の交付を 

受けている場合には，本補助制度を利用いただくことはできません。 

 

本補助金の交付決定日から３年以内に市から転出した場合本補助金を返還いただきます。 

ただし，就職後，遠方への転勤を命ぜられた場合など，やむを得ない事情がある場合は 

この限りではないことから，転出する際には，事前に事務局へ御相談ください。 

補助対象者 (1)移住者 (2)新卒者 
(3)大学生等

※18歳未満の場合は保護者による申請が必要 

必要書類 

（共通） 

・申請書兼請求書（様式第１号） 

・定期券を購入してことがわかる証明書 

・本人であることを確認することができる書類の写し（自動車運転免許証等） 

・本補助金の振込先の預金通帳の写し 

必要書類 

（個別） 

・市に転入する直前に居住し

ていた地方公共団体の住民

票の除票（１年分） 

・就業証明兼交通費等支給証

明書（様式第３号） 

・学校等を卒業又は修了した

ことを証する書類 

・就業証明兼交通費等支給証

明書（様式第３号） 

・在学することを証する在学

証明書 

・【必要に応じ】通学経路証明

書（様式第２号） 

 

※下記のほか，参考となる事項を記載した書類の提出

をお願いする場合があります。 


